
別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

   当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 石脇東保育園拠点（社会福祉事業）

ウ 石脇西保育園拠点（社会福祉事業）

エ 石脇北保育園拠点（社会福祉事業）

オ 内越保育園拠点（社会福祉事業）

カ 小友保育園拠点（社会福祉事業）

キ 石脇学童クラブⅠ拠点（社会福祉事業）

ク 石脇学童クラブⅡ拠点（社会福祉事業）

ケ 小友学童クラブⅡ拠点（社会福祉事業）

各拠点にサービス区分は設けていない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

18

25,867,445

25,867,445 643,540,406

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0

632,928,252 607,060,807

合計 669,407,851 0

建物

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 36,479,599 0 0 36,479,599

0

計算書類に対する注記（法人全体用）

0 00



7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1,530,384

0

0

1,530,384

19

事業未収金 1,530,384

徴収不能引当金の当期末残高

0

合計 1,530,384

未収金 0

未収補助金 0

0

0

0

（単位：円）

789,054,301 642,141,211

債権額 債権の当期末残高

91,407,532 7,732,082

合計 1,431,195,512

0 00

99,139,614

車輌運搬具

器具及び備品

有形リース資産 3,032,640 3,032,640 0

建物（基本財産） 607,060,807

17,600,000

0

648,149,499

建物

取得価額

1,255,210,306

機械及び装置 1,806,933 15,793,067

0 0

構築物 56,212,952

減価償却累計額 当期末残高

44,657,697 11,555,255

（単位：円）



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金―該当なし

・ 賞与引当金　　―該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

36

合計 3,924,961 0 786,167 3,138,794

0

投資有価証券 0 0 0 0

定期預金 0 0 0

土地 0 0 0 0

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 3,924,961 0 786,167 3,138,794



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

37

未収補助金 0 0 0

合計 0 0 0

事業未収金 0 0 0

未収金 0 0 0

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

機械及び装置 0 0 0

合計 25,908,000 22,769,206 3,138,794

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 0 0 0

建物（基本財産） 25,908,000 22,769,206 3,138,794

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

有形リース資産 0 0 0



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　該当なし職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 石脇東保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

44

合計 1 0 0 1

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

土地 0 0 0 0

建物 1 0 0 1

計算書類に対する注記（石脇東保育園拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

45

未収補助金 0 0 0

合計 135,800 0 135,800

事業未収金 135,800 0 135,800

未収金 0 0 0

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 119,476,872 117,225,003 2,251,869

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 21,234,872 18,983,008 2,251,864

有形リース資産 0 0 0

構築物 2,292,000 2,291,996 4

機械及び装置 0 0 0

建物（基本財産） 95,950,000 95,949,999 1

建物 0 0 0

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 石脇西保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

54

計算書類に対する注記（石脇西保育園拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 103,643,510 0 8,189,409 95,454,101

土地 0 0 0 0

95,454,101

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 103,643,510 0 8,189,409



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

55

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 339,506,740 244,052,639 95,454,101

建物 0 0 0

構築物 15,831,144 15,041,264 789,880

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 28,960,091 26,383,340 2,576,751

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 3,032,640 3,032,640 0

合計 387,330,615 288,509,883 98,820,732

0

合計 394,500 0 394,500

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

394,500事業未収金 394,500



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 石脇北保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

64

計算書類に対する注記（石脇北保育園拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 1 0 0 1

土地 0 0 0 0

1

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 1 0 0



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 93,825,000 93,824,999 1

建物 0 0 0

構築物 3,475,000 3,474,998 2

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 15,355,407 14,512,711 842,696

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 112,655,407 111,812,708 842,699

0

合計 168,550 0 168,550

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

168,550事業未収金 168,550



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 内越保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
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計算書類に対する注記（内越保育園拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 283,792,458 0 8,486,688 275,305,770

土地 0 0 0 0

275,305,770

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 283,792,458 0 8,486,688



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 385,758,565 110,452,795 275,305,770

建物 0 0 0

構築物 2,892,000 2,891,998 2

機械及び装置 17,600,000 1,806,933 15,793,067

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 16,010,928 15,103,418 907,510

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 422,261,493 130,255,144 292,006,349

0

合計 314,096 0 314,096

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

314,096事業未収金 314,096



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・ 賞与引当金　　―　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小友保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

84

計算書類に対する注記（小友保育園拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 237,583,896 0 7,675,459 229,908,437

土地 36,479,599 0 0 36,479,599

266,388,036

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 274,063,495 0 7,675,459



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 284,276,271 54,367,834 229,908,437

建物 0 0 0

構築物 26,541,708 16,134,678 10,407,030

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 13,220,802 12,711,437 509,365

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 324,038,781 83,213,949 240,824,832

0

合計 209,652 0 209,652

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

209,652事業未収金 209,652



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　該当なし

・ 賞与引当金　　―　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 石脇学童クラブⅠ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
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計算書類に対する注記（石脇学童クラブⅠ拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 0 0 0 0

土地 0 0 0 0

0

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 0 0 0



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 1,453,200 1,453,198 2

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 1,280,510 1,158,173 122,337

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 2,733,710 2,611,371 122,339

0

合計 165,586 0 165,586

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

165,586事業未収金 165,586



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　該当なし

・ 賞与引当金　　―　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 石脇学童クラブⅡ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
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計算書類に対する注記（石脇学童クラブⅡ拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 3,983,425 0 729,722 3,253,703

土地 0 0 0 0

3,253,703

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 3,983,425 0 729,722



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

100

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 29,985,730 26,732,027 3,253,703

建物 0 0 0

構築物 2,727,900 2,727,899 1

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 2,147,004 1,718,213 428,791

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 34,860,634 31,178,139 3,682,495

0

合計 90,100 0 90,100

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

90,100事業未収金 90,100



別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権等―償却原価法(定額法)

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金　―　該当なし

・ 賞与引当金　　―　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・ 一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の社会福祉施設職員等退職金給付資金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小友学童クラブ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
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計算書類に対する注記（小友学童クラブ拠点区分用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 0 0 0 0

土地 0 0 0 0

0

定期預金 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0

合計 0 0 0



7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし
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取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

建物（基本財産） 0 0 0

建物 0 0 0

構築物 1,000,000 641,666 358,334

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

器具及び備品 930,000 837,232 92,768

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

有形リース資産 0 0 0

合計 1,930,000 1,478,898 451,102

0

合計 52,100 0 52,100

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

52,100事業未収金 52,100


